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「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに

光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格」の一部改正に

ついて 

 

 

別添１－３ オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（歯科用） 

 

 

１ 第１章の３（４） ア（ア） 受付情報レコード中 

「 

                                                」 

 を 

「 

                                                」 

 に改める。 

 

届出 英数 １０ 可変 

１ 保険医療機関が地方厚生（支）局長に届

け出た施設基準届出コード（別表５）を順

次、記録する。 

ただし、最大５つまでの記録を限度と

する。 

２ 記録する際には、必ず２の倍数のバイト数

となる。 

３ 記録する届出が１０バイトに満たない

場合は、後続する“スペース”を省略して

も差し支えない。 

４ その他の場合は記録を省略する。 

 

届出 英数 ４０ 可変 

１ 保険医療機関が地方厚生（支）局長に届

け出た施設基準届出コード（別表５）を順

次、記録する。 

ただし、最大１１コードまでの記録を限

度とする。 

２ 記録する際には、必ず２の倍数のバイト数と

なる。 

３ 記録する届出が４０バイトに満たない場

合は、後続する“スペース”を省略しても

差し支えない。 

４ その他の場合は記録を省略する。 

最大バイトは４０である

が、実質上、施設基準届出

コード（別表５）に掲げる

１１コードまでの記録を

限度とする。（同一コード

の重複記録は不可。） 

 

施設基準届出コード０６

～１１については、平成２

２年５月請求分以降に記

録可能。 
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２ 第１章の３（４） イ 医療機関情報レコード中 

「 

」 

 を 

「 

」 

 に改める。 

 

届出 英数 １０ 可変 

１ 入院外レセプトの場合、保険医療機関が

地方厚生（支）局長に届け出た施設基準届

出コード（別表５）を順次、記録する。 

ただし、最大５つまでの記録を限度とす

る。 

２ 記録する際には、必ず２の倍数のバイト数と

なる。 

３ 記録する届出が１０バイトに満たない場

合は、後続する“スペース”を省略しても

差し支えない。 

４ その他の場合は記録を省略する。 

 

届出 英数 ４０ 可変 

１ 入院外レセプトの場合、保険医療機関が

地方厚生（支）局長に届け出た施設基準届

出コード（別表５）を順次、記録する。 

ただし、最大１１コードまでの記録を限

度とする。 

２ 記録する際には、必ず２の倍数のバイト数と

なる。 

３ 記録する届出が４０バイトに満たない場

合は、後続する“スペース”を省略しても

差し支えない。 

４ その他の場合は記録を省略する。 

最大バイトは４０である

が、実質上、施設基準届出

コード（別表５）に掲げる

１１コードまでの記録を

限度とする。（同一コード

の重複記録は不可。） 

 

施設基準届出コード０６

～１１については、平成２

２年３月請求分以前には

記録不可。 
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３ 第１章の３（４） ウ レセプト共通レコード中 

「 

」 

 を 

「 

」 

 に 

「 

」 

 を 

「 

」 

 に改める。 

検索番号 数字 ３０ 可変 

１ 検索番号を記録する。 

  （１７～３０桁で構成する。） 

２ 一次請求の場合は、記録を省略する。 

審査支払機関から返戻さ

れる返戻ファイル及び審

査支払機関に再請求する

再請求ファイルに記録す

る。 

検索番号 数字 ３０ 可変 

１ 検索番号を記録する。 

  （１７～３０桁で構成する。） 

２ 審査支払機関から返戻される返戻ファイ

ルの請求データと履歴請求データ及び再審

査等返戻ファイルの請求データに記録す

る。 

３ 審査支払機関に再請求する返戻ファイル

に係る再請求ファイルの請求データと履歴

請求データ及び再審査等返戻ファイルに係

る再請求ファイルの請求データに記録す

る。 

４ その他の場合は、記録を省略する。 

一次請求の場合は、記録を

省略する。 

記録条件仕様年月

情報 
数字 ５ 可変 

１ 記録条件仕様公表年月を“GYYMM”の形式

で記録する。 

２ 一次請求又は再請求の場合は、記録を省

略する。ただし、履歴管理ブロックの履歴

請求データについては、審査支払機関で記

録されたままとする。 

 

記録条件仕様年月

情報 
数字 ５ 可変 

１ 記録条件仕様公表年月を“GYYMM”の形式

で記録する。 

２ 審査支払機関から返戻される返戻ファイ

ルの請求データと履歴請求データ及び再審

査等返戻ファイルの請求データに記録す

る。 

３ 審査支払機関に再請求する返戻ファイル

に係る再請求ファイルの履歴請求データに

記録する。 

４ その他の場合は、記録を省略する。 

１ 一次請求の場合は、記

録を省略する。 

２ 履歴請求データにつ

いては、審査支払機関で

記録されたままとする。
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４ 第１章の３（４） エ（ア） 保険者レコード中 

 

「 

」 

 を 

「 

」 

に改める。 

 

職務上の事由 数字 １ 可変 

１ 船員保険の被保険者については、職務上

の取り扱いとなる場合のみ職務上の事由

コード（別表１３）を記録する。 

２ 共済組合の船員組合員については、下船

後３月以内の傷病で職務上の取扱いとな

る場合のみ職務上の事由コード（別表１

３）を記録する。 

３ その他の場合は、記録を省略する。 

 

職務上の事由 数字 １ 可変 

１ 船員保険の被保険者については、職務上

の取り扱いとなる場合のみ職務上の事由

コード（別表１３）を記録する。ただし、

「１職務上」及び「３通勤災害」について

は、災害発生時が平成２１年１２月３１日

以前のものに限る。 

２ 共済組合の船員組合員については、下船

後３月以内の傷病で職務上の取扱いとな

る場合のみ職務上の事由コード（別表１

３）を記録する。 

３ その他の場合は、記録を省略する。 
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５ 第１章の３（４） カ（ア） 歯科診療行為レコード中 

「 

」 

を削除し、 

「 

」 

を追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予備 英数 １ 可変 記録を省略する。  

予備 英数 ２ 可変 記録を省略する。  

予備 英数 ３ 可変 記録を省略する。  

予備 数字 ７ 可変 記録を省略する。  

予備 数字 ７ 可変 記録を省略する。  

１日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

２日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

３日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

４日の情報 

～２８日の情報 
    

２９日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

３０日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

３１日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

平成２４年３月診療分ま

での間、記録を省略する。

ただし、診療報酬明細書

の記載要領の各規定によ

り摘要欄又はその他欄に

算定日を記載することと

されている項目について

は、コメントに記録する。
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６ 第１章の３（４） カ（イ） 医科診療行為レコード中 

「 

」 

を削除し、 

「 

」 

を追加する。 

予備 英数 １ 可変 記録を省略する。  

予備 英数 ２ 可変 記録を省略する。  

予備 英数 ３ 可変 記録を省略する。  

予備 数字 ７ 可変 記録を省略する。  

予備 数字 ７ 可変 記録を省略する。  

１日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

２日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

３日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

４日の情報 

～２８日の情報 
    

２９日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

３０日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

３１日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

平成２４年３月診療分ま

での間、記録を省略する。

ただし、診療報酬明細書の

記載要領の各規定により

摘要欄又はその他欄に算

定日を記載することとさ

れている項目については、

コメントに記録する。 
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７ 第１章の３（４） カ（ウ） 医薬品レコード中 

 

「 

」 

を削除し、 

「 

」 

を追加する。 

 

予備 英数 ２ 可変 記録を省略する。  

予備 英数 ３ 可変 記録を省略する。  

予備 数字 ７ 可変 記録を省略する。  

予備 数字 ７ 可変 記録を省略する。  

１日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

２日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

３日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

４日の情報 

～２８日の情報 
    

２９日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

３０日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

３１日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

平成２４年３月診療分ま

での間、記録を省略する。

ただし、診療報酬明細書の

記載要領の各規定により

摘要欄又はその他欄に算

定日を記載することとさ

れている項目については、

コメントに記録する。 
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８ 第１章の３（４） カ（エ） 特定器材レコード中 

「 

」 

を削除し、 

「 

」 

を追加する。 

 

予備 英数 １ 可変 記録を省略する。  

予備 英数 ２ 可変 記録を省略する。  

予備 英数 ３ 可変 記録を省略する。  

予備 数字 ７ 可変 記録を省略する。  

予備 数字 ７ 可変 記録を省略する。  

１日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

２日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

３日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

４日の情報 

～２８日の情報 
    

２９日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

３０日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

３１日の情報 数字 ３ 可変 

１ 回数を記録する。 

２ 回数を記録しない場合は、記録を省略す

る。 

平成２４年３月診療分ま

での間、記録を省略する。

ただし、診療報酬明細書

の記載要領の各規定によ

り摘要欄又はその他欄に

算定日を記載することと

されている項目について

は、コメントに記録する。
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９ 別表５ 施設基準届出コード 

「 

                                                」 

を 

「 

                                                」 

に改める。 

 

 

１０ 別表１１ レセプト特記事項コード 

「 

                                                」 

を削除する。 

コード名 コード 内   容 

０１ 補管（補綴物維持管理料） 

０２ 歯援診（在宅療養支援歯科診療所） 

０３ 外来環（歯科外来診療環境体制加算） 

０４ 齲蝕無痛（齲蝕無痛窩洞形成加算） 

施設基準届出コード 

０５ ＧＴＲ（歯周組織再生誘導手術） 

コード名 コード 内   容 

０１  補管（クラウン・ブリッジ維持管理料） 

０２  歯援診（在宅療養支援歯科診療所） 

０３  外来環（歯科外来診療環境体制加算） 

０４  う蝕無痛（う蝕無痛窩洞形成加算） 

０５  ＧＴＲ（歯周組織再生誘導手術） 

０６  医管（歯科治療総合医療管理料） 

０７  在歯管（在宅患者歯科治療総合医療管理料） 

０８  障連（障害者歯科医療連携加算） 

０９  手術歯根（手術時歯根面レーザー応用加算） 

１０  歯技工（歯科技工加算） 

施設基準届出コード 

１１  明細（明細書発行体制等加算） 

コード名 コ ー ド 内   容 

レセプト特記事項コード １５ 経 過 
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１１ 別添 １① 表面麻酔薬（OA） 

「 

                                                」 

を 

「 

                                                」 

に改める。 

 

 

１２ 別添 １② 歯又は顎単位に使用される特定薬剤（止血薬） 

「 

                                                」 

を 

「 

                                                」 

に改める。 

 

コード 名称 金額 

630010025 コーパロン（OA１～２歯） 24 円

630010026 コーパロン（OA１／３顎） 56 円

630010033 ビーゾカイン・ゼリー（OA１～２歯） 24 円

630010034 ビーゾカイン・ゼリー（OA１／３顎） 56 円

コード 名称 金額 

630010025 コーパロン歯科用表面麻酔液６％（OA１～２歯） 24 円

630010026 コーパロン歯科用表面麻酔液６％（OA１／３顎） 56 円

630010033 ビーゾカイン歯科用ゼリー20％（OA１～２歯） 24 円

630010034 ビーゾカイン歯科用ゼリー20％（OA１／３顎） 56 円

コード 名称 金額 

630010035 歯科用 TD ゼット（1歯） 43 円

コード 名称 金額 

630010035 歯科用 TD ゼット液（1歯） 43 円
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１３ 別添 １② 歯又は顎単位に使用される特定薬剤（口腔用軟膏剤） 

「 

                                                」 

 を 

「 

                                                」 

 に改める。 

コード 名称 金額 

630010037 ケナログ口腔用軟膏 0.1％（１／３顎） 22 円

630010038 ケナログ口腔用軟膏 0.1％（２／３顎） 44 円

630010039 ケナログ口腔用軟膏 0.1％（１顎） 66 円

630010040 アフタゾロン口腔用軟膏 0.1％（１／３顎） 21 円

630010041 アフタゾロン口腔用軟膏 0.1％（２／３顎） 41 円

630010042 アフタゾロン口腔用軟膏 0.1％（１顎） 62 円

630010043 デルゾン口腔用 0.1％（１／３顎） 16 円

630010044 デルゾン口腔用 0.1％（２／３顎） 31 円

630010045 デルゾン口腔用 0.1％（１顎） 47 円

コード 名称 金額 

630010037 ケナログ口腔用軟膏 0.1％（１／３顎） 21 円

630010038 ケナログ口腔用軟膏 0.1％（２／３顎） 43 円

630010039 ケナログ口腔用軟膏 0.1％（１顎） 64 円

630010040 アフタゾロン口腔用軟膏 0.1％（１／３顎） 20 円

630010041 アフタゾロン口腔用軟膏 0.1％（２／３顎） 40 円

630010042 アフタゾロン口腔用軟膏 0.1％（１顎） 60 円

630010043 デルゾン口腔用軟膏 0.1％（１／３顎） 15 円

630010044 デルゾン口腔用軟膏 0.1％（２／３顎） 30 円

630010045 デルゾン口腔用軟膏 0.1％（１顎） 44 円
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１４ 別添 １② 歯又は顎単位に使用される特定薬剤（パスタ） 

「 

                                                」 

 を 

「 

                                                」 

に改め、 

 

「 

                                                」 

 を削除する。 

 

コード 名称 金額 

630010046 ヒノポロン（１歯） 5 円

630010047 ヒノポロン（１／３顎） 11 円

630010048 ヒノポロン（２／３顎） 23 円

630010049 ヒノポロン（１顎） 34 円

630010059 テラ・コートリル軟膏（１／３顎） 4 円

630010061 テラ・コートリル軟膏（１顎） 11 円

コード 名称 金額 

630010046 ヒノポロン口腔用軟膏（１歯） 5 円

630010047 ヒノポロン口腔用軟膏（１／３顎） 11 円

630010048 ヒノポロン口腔用軟膏（２／３顎） 23 円

630010049 ヒノポロン口腔用軟膏（１顎） 34 円

630010059 テラ・コートリル軟膏（１／３顎） 3 円

630010061 テラ・コートリル軟膏（１顎） 10 円

コード 名称 金額 

630010050 ヒノポロンキット 0.5ｇ（１歯） 13 円

630010051 ヒノポロンキット 0.5ｇ（１／３顎） 32 円

630010052 ヒノポロンキット 0.5ｇ（２／３顎） 64 円

630010053 ヒノポロンキット 0.5ｇ（１顎） 96 円

630010062 プレステロン「歯科用軟膏」10％（１歯） 4 円

630010063 プレステロン「歯科用軟膏」10％（１／３顎） 11 円

630010064 プレステロン「歯科用軟膏」10％（２／３顎） 22 円

630010065 プレステロン「歯科用軟膏」10％（１顎） 33 円
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１５ 別添 ２① 表面麻酔薬（OA） 

「 

コード 名称 単位 薬価 区分 標準点数 平均使用量 

1 歯～2歯 2.4 点 0.95617
620003854 

キシロカインポンプス

プレー８％ 
g 25.1 円

1／3顎 5.6 点 2.23107

1 歯～2歯 2.4 点 1.88976
689130002 コーパロン 枚 12.7 円

1／3顎 5.6 点 4.40944

1 歯～2歯 2.4 点 0.29161
620006553 

ハリケインリキッド歯

科用 20％ 
g 82.3 円

1／3顎 5.6 点 0.68043

」 
 を 

「 

コード 名称 単位 薬価 区分 標準点数 平均使用量 

1 歯～2歯 2.4 点 0.98360
620003854 

キシロカインポンプス

プレー８％ 
g 24.4 円

1／3顎 5.6 点 2.29508

1 歯～2歯 2.4 点 1.90476
689130002 コーパロン 枚 12.6 円

1／3顎 5.6 点 4.44444

1 歯～2歯 2.4 点 0.31454
620006553 

ハリケインリキッド歯

科用 20％ 
g 76.3 円

1／3顎 5.6 点 0.73394

」 
 に改める。 

 

１６ 別添 ２② 歯又は顎単位に使用される特定薬剤（口腔用軟膏） 

「 

コード 名称 単位 薬価 区分 標準点数 平均使用量 

1／3顎 2.2 点 0.3

2／3 顎 4.4 点 0.6620004800 
ケナログ口腔用軟膏

0.1％ 
g 73.6 円

1 顎 6.6 点 0.9

1／3 顎 2.1 点 0.3

2／3 顎 4.1 点 0.6620006368 
アフタゾロン口腔用軟

膏 0.1％ 
g 68.4 円

1 顎 6.2 点 0.9

1／3 顎 1.6 点 0.3

2／3 顎 3.1 点 0.6662310012 デルゾン口腔用 0.1％ g 52.1 円

1 顎 4.7 点 0.9

」 
 を 

「 

コード 名称 単位 薬価 区分 標準点数 平均使用量 

1／3顎 2.1 点 0.3

2／3 顎 4.3 点 0.6620004800 
ケナログ口腔用軟膏

0.1％ 
g 71.6 円

1 顎 6.4 点 0.9

1／3 顎 2.0 点 0.3

2／3 顎 4.0 点 0.6620006368 
アフタゾロン口腔用軟

膏 0.1％ 
g 66.3 円

1 顎 6.0 点 0.9

1／3 顎 1.5 点 0.3

2／3 顎 3.0 点 0.6620009027 
デルゾン口腔用軟膏

0.1％ 
g 49.4 円

1 顎 4.4 点 0.9

」 
に改める。 
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１７ 別添 ２② 歯又は顎単位に使用される特定薬剤（パスタ） 
「 

コード 名称 単位 薬価 区分 標準点数 平均使用量 

1 歯 0.5 点 0.03

1／３顎 1.1 点 0.065

2／３顎 2.3 点 0.135
689430010 ヒノポロン ｇ 170.8 円

1 顎 3.4 点 0.2

1 歯 0.1 点 0.04

1／３顎 0.4 点 0.1

2／３顎 0.7 点 0.2
662640163 テラ・コートリル軟膏 ｇ 35.3 円

1 顎 1.1 点 0.3

」 
 を 

「 

コード 名称 単位 薬価 区分 標準点数 平均使用量 

1 歯 0.5 点 0.03

1／３顎 1.1 点 0.065

2／３顎 2.3 点 0.135
689430010 ヒノポロン ｇ 170.2 円

1 顎 3.4 点 0.2

1 歯 0.1 点 0.04

1／３顎 0.3 点 0.1

2／３顎 0.7 点 0.2
662640163 テラ・コートリル軟膏 ｇ 34.3 円

1 顎 1.0 点 0.3

」 
 に改め、 

 

「 

コード 名称 単位 薬価 区分 標準点数 平均使用量 

1 歯 1.3 点 0.055

1／３顎 3.2 点 0.134

2／３顎 6.4 点 0.268
680443001 ヒノポロンキット 0.5ｇ 筒 239.6 円

1 顎 9.6 点 0.402

1 歯 0.4 点 0.035

1／３顎 1.1 点 0.1

2／３顎 2.2 点 0.2
620002330 

プレステロン「歯科用軟

膏」10％ 
ｇ 110.9 円

1 顎 3.3 点 0.3

」 

 を削除する。 


